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   頁 ご意見 回答 

第３章 

計画の基本的な考

え方 

 

 

４施策の展開 いじめ・不登校の解

消 

50 いじめで不登校になり、PTSD で子ど

ものいる場所へ行けなくなると、校

内にある教育支援センターへは行け

ず、校外での個別対応での教育支援

が必要になってきますが、適応指導

教室は 10時から 2時までしか利用で

きず、他の子と重ならないようにす

ると、利用できる日も限られてしま

います。教員も多忙で人手が足らず、

校外で学習支援をするのも難しいよ

うなので、個別で学習支援をして頂

けるような方を募集して、協力して

頂ける方に報労を支給するという不

登校支援をして頂けると大変有難い

です。教科以外でも、自分の得意な分

野(運動や機械、パソコン等)で不登

校支援に協力して頂けると、非常に

助かります。 

計画に記載のとおり、いじめの未然防

止・早期発見と対応・指導の充実を図

り、相談体制の整備を図って参ります。 


